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中小企業デジタル化導入支援事業費補助金実施要領 

 

（通則） 

第１条 中小企業デジタル化導入支援事業費補助金の実施については、秋田県財務

規則（昭和３９年秋田県規則第４号）及び秋田県産業労働部商工業振興課関係補

助金等交付要綱（以下「交付要綱」という。）によるほか、この要領の定めると

ころによる。 

 

（目的） 

第２条 県内中小企業等に対してデジタルツールや IT ソリューションの導入を支

援し、業務効率化や生産性向上、経営基盤の強化を促進することを目的とする。 

 

（定義） 

第３条 この要領において、「中小企業者」とは、「中小企業等経営強化法」（平

成１１年法律第１８号）第２条第１項に規定する者をいう。ただし、次のいずれ

かに該当するものを除く。 

（１）発行済み株式の総数又は出資金額の総額の２分の１以上を同一の大企業が所

有するもの。 

（２）発行済み株式の総数又は出資金額の総額の３分の２以上を複数の大企業で所

有するもの。 

（３）大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占める

もの。 

（４）現在営んでいる事業の業種が別表１に該当するもの。 

（５）現在営んでいる事業の業種が日本標準産業分類（令和５年７月改訂）大分類

Ｅ（製造業）に該当するもの。 

２ この要領において、「大企業」とは、中小企業等経営強化法第２条第１項第１

号から第５号までのいずれかに該当する者以外のもの（会社及び個人に限る。）

であって事業を営む者をいう。 

 

（補助対象事業者） 

第４条 対象となる事業者は、次に掲げる全ての事項に該当するものとする。 

（１）前条に規定する中小企業者であること。 

（２）秋田県内に拠点を有し、かつ秋田県内において１年以上の事業実績があるこ

と。 

（３）次の欠格事項に該当していないこと。 

ア 国税又は地方税の滞納があるもの。ただし、課税庁が認めた納入計画を立て

ているものを除く。 

イ 秋田県又は公的金融機関（以下「債権者」という。）からの融資（間接融資

を含む）等を受けている場合、その債務の履行を怠り又は滞っているもの。た

だし、債権者が認めた返済計画があるものを除く。 

ウ 中小企業者及びその役員が、暴力団等の反社会的勢力であるもの。また、反

社会的勢力と関係を有しているもの。 
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（補助対象経費等） 

第５条 補助金の対象となる事業は、次に掲げる全ての事項に該当する事業とし、

補助対象経費、補助率、補助限度額及び補助対象期間は別表２のとおりとする。 

 

（１）デジタル化に資する事業用設備等の導入または更新等による事業であること。 

（２）応募する事業に係る事業計画の主たる拠点が秋田県内であること。 

（３）次に掲げる事業に該当しないこと。 

 ア 別表１に該当する事業 

 イ 日本標準産業分類（令和５年７月改訂）大分類Ｅ（製造業） 

（４）応募する事業が、応募日以前に本補助金の採択を受けていないこと。 

（５）応募する事業が、国又は県の他の補助金等の採択を受けていないこと。 

 

（事業への応募及び補助金の交付申請） 

第６条 本事業による補助を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、交

付要綱第２条第１項及び第２項に掲げる書類に換え、次の書類を提出するものと

する。 

（１）様式第１号 補助金等交付申請書 

（２）様式第２号 事業計画書 

（３）様式第３号 誓約書 

（４）様式第４号 支援機関確認書 

（５）県税納税証明書 

（６）事業計画書内の対象経費の積算根拠となる参考見積書 

（７）導入予定設備の仕様書、カタログ等 

 

（補助金の交付又は不交付の決定） 

第７条 知事は、前条による申請があったときは、別に定める審査委員会の意見に

基づき、予算の範囲内で補助金の交付又は不交付を決定するものとする。 

２ 知事は、前項により補助金の交付を決定した時は、交付要綱第４条に定める補

助金等交付決定通知により、補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」

という。）に通知するものとする。 

３ 知事は、第１項により補助金の不交付を決定したときは、補助金等不交付決定

通知書（様式第５号）により、申請者に通知するものとする。 

 

（債権譲渡の禁止） 

第８条 補助事業者は、交付要綱第４条第１項の規定に基づく交付決定によって生

じる権利の全部又は一部を知事の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させ

てはならない。 

 

（実績報告等） 

第９条 交付要綱第７条第２項第１号に定める書類は事業実績書（様式第６号）に

よるものとする。 
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２ 交付要綱第７条第２項第３号に定める書類は、別表３に掲げるものとする。 

 

（補助金の経理等） 

第 10 条 補助事業者は、補助事業に係る経理等について、常にその収支を明確に

した証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を最後の交付決定があった日の属す

る年度の終了後５年間保存しなければならない。 

 

（財産の管理等） 

第 11 条 補助事業者は、補助対象経費（補助事業の一部を第三者に実施させた場

合における対応経費を含む。）により取得し、又は効用の増加した財産（以下

「取得財産等」という。）については、補助事業の完了後においても、善良な

管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用

を図らなければならない。 

２ 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳（明細表）（様式第

８号）を備え管理しなければならない。 

３ 補助事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、第９条第２項に定める書

類に取得財産等管理台帳（明細表）（様式第８号）を添付しなければならない。 

４ 知事は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はある

と見込まれるときは、その収入の全部若しくは一部を県に納付させることがある。 

 

（財産処分の制限） 

第 12 条 知事は、交付要綱第１０条の承認をする場合に、当該財産を取得するた

めに支援した経費の中で、当該財産に係る補助金の額の占める比率を乗じて得た

額を上限として、納付（補助金の返還）を補助事業者に対して命ずることができ

る。納付額に関しては、下記のとおりとする。 

（１）補助事業者に財産の処分による収入金があったとき、当該収入金又は当該

財産の 残余価格のいずれか高い額に対して当該財産に係る補助金の額の占

める比率を乗じて得た額を上限とする。 

（２）補助事業者に財産処分による収入金がないときは、当該財産の残余価格に

対して 当該財産に係る補助金の額の占める比率を乗じて得た額を上限と

する。 

（収益納付） 

第 13 条 知事は、本事業の成果の事業化又は知的財産権の譲渡又は実施権設定及

びその他当該事業の実施結果の他への供与により収益が得られたと認められる

場合に、補助金額を上限として収益納付を補助事業者に対して命ずることがで

きる。 

 

（協議） 

第 14 条 補助事業者は、自らの責めに帰さない理由により、補助事業計画の遂行

に支障が生じた場合は、その取り扱いについて、知事と協議し、承認を得なけ

ればならない。 
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（その他） 

第 15 条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この要領は、令和８年２月２５日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和８年４月１日から施行する。 
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別表１（第３条、第５条関係） 

１ 農業、林業（大分類Ａに含まれるもの。ただし、農業サービス業、園芸

サービス業、素材生産業および林業サービス業は除く。） 

２ 漁業（大分類Ｂに含まれるもの。） 

３ 金融業、保険業（大分類Ｊに含まれるもの。ただし、保険媒介代理業お

よび保険サービス業は除く。） 

４ 医療・福祉（大分類Ｐ）の医療業のうち、病院（小分類８３１）、一般

診療所（小分類８３２）、歯科診療所（小分類８３３） 

５ 医療・福祉（大分類Ｐ）の社会保険・社会福祉・介護事業（中分類８

５） 

６ 以下のサービス業 

(1) 風俗営業・性風俗特殊営業等、「風俗営業等の規制及び業務の適正化

等に関する法律」（昭和２３年７月１０日、法律第１２２号）により規

制の対象となるもの。） 

(2) 競輪・競馬等の競走場、競技団（小分類８０３に含まれるもの。） 

(3) 場外馬券売場等、競輪競馬等予想業（細分類８０９６に含まれるも

の。） 

(4) 興信所（専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限

る。）（細分類７２９１に含まれるもの。） 

(5) 集金業、取立業（公共料金またはこれに準じるものは除く。） 

(6) 易断所、観相業、相場案内業（細分類７９９９に含まれるもの。） 

(7) 宗教（中分類９４に含まれるもの。） 

(8) 政治・経済・文化団体（中分類９３に含まれるもの。） 

（令和５年７月改訂「日本標準産業分類」による。） 

 

別表２（５条関係） 

補助金の種類 補助対象経費 補助

率 

補助限度

額 

補助対象期

間 

中小企業デジ

タル化導入支

援事業費補助

金 

ソフトウェア、ハードウ

ェア（単体での導入は対

象外）、セキュリティ対

策等の導入経費 

補助

対象

経費

の

2/3 

以内 

下限30万

円～上限

100 万円 

交付決定日

から令和８

年２月２８

日まで 

 

別表３（第９条関係） 

① 見積書又は仕様等が確認できる書類（軽微なものは省略可能） 

② 請求書又は請求額が確認できる書類（軽微なものは省略可能） 

③ 銀行振込の利用明細又は領収書 

④ その他、債務の発生事実及び支払いにあたって作成又は取得した一切の

書類 


